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別添 

保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金交付要綱一部改正新旧対照表 

下線部分は改正箇所 

改正後 現行 

別 紙 

保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金交付要綱 

 

昭 和 ６ ２ 年 ７ 月 ３ ０ 日 
厚 生 省 発 健 医 第 １ ７ ９ 号 

 
最終改正 

厚生労働省発健０４２０第３号 
平 成 ３ ０ 年 ４ 月 ２ ０ 日 

 
 

１～５ （略） 

第 １ 表 

１ 区 分 ２ 基   準   額 ３ 対 象 経 費 ４ 補 助 率 

（略） （略） （略） （略） 

エイズ治

療拠点病

院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次の(１)、(２)、(３)及び 

(４)により算出された額の合 

計額 

（１）個室整備 

     1 室当たり３０,０００ 

    千円とする。 

（２）剖検室改修 

     1 室当たり２１,０００

    千円とする。 

（３）相談指導（カウンセリン

  グ）室 

       1 室当たり５,０００ 

      千円とする。 

（４）エイズ専用外来診療室 

    1 室当たり５,０００ 

   千円とする。 

   エイズ治療拠点病院の 

 施設の整備のために必要 

 な工事費又は工事請負費 

  及び工事事務費（工事施 

 工のために直接必要な事 

 務に要する費用であって 

  旅費、消耗品費、通信運 

 搬費、印刷製本費及び設

 計監理料等をいい、工事 

 費又は工事請負費の 

  ２.６%に相当する額を限 

  度とする。） 

 

 

 

 

２分の１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） （略） （略） （略） 

 

第 ２ 表～第 ４ 表 （略） 

 

６～14 （略） 

別 紙 

保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金交付要綱 

 

昭 和 ６ ２ 年 ７ 月 ３ ０ 日 
厚 生 省 発 健 医 第 １ ７ ９ 号 

 
最終改正 

厚生労働省発健０４２５第５号 
平 成 ２ ９ 年 ４ 月 ２ ５ 日 

 
 

１～５ （略） 

第 １ 表 

１ 区 分 ２ 基   準   額 ３ 対 象 経 費 ４ 補 助 率 

（略） （略） （略） （略） 

エイズ治

療拠点病

院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次の(１)、(２)、(３)及び 

(４)により算出された額の合 

計額 

（１）個室整備 

     1 室当たり３０,０００ 

    千円とする。 

（２）剖検室改修 

     1 室当たり２１,０００

    千円とする。 

（３）相談指導（カウンセリン

  グ）室 

       1 施設当たり５,０００ 

      千円とする。 

（４）エイズ専用外来診療室 

    1 施設当たり５,０００ 

   千円とする。 

   エイズ治療拠点病院の 

 施設の整備のために必要 

 な工事費又は工事請負費 

  及び工事事務費（工事施 

 工のために直接必要な事 

 務に要する費用であって 

  旅費、消耗品費、通信運 

 搬費、印刷製本費及び設

 計監理料等をいい、工事 

 費又は工事請負費の 

  ２.６%に相当する額を限 

  度とする。） 

 

 

 

 

２分の１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） （略） （略） （略） 

 

第 ２ 表～第 ４ 表 （略） 

 

６～14 （略） 
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改正後 現行 

  

別
表
１

（
単
位
：
円
）

施
設

種
別

　
　

精
神

科
病

院
の

う
ち

精
神

科
ﾃ

ﾞ
精

神
科

ﾃ
ﾞ

精
神

保
健

医
薬

分
業

精
神

科
病

院
・
病

室
　

　
　

　
　

認
知

症
治

療
病

棟
ｲ

･
ｹ

ｱ
ｲ

･
ｹ

ｱ
福

祉
ｾ

ﾝ
ﾀ

ｰ
精

 神
 科

 救
 急

施
設

(
施

設
の

う
農

 村
 検

 診
推

進
支

援
（認

知
症

治
療

病
棟

を
除

く
）

認
知

症
ち

認
知

食
肉

衛
生

　
第
二
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関

医
 療

 セ
 ン

 タ
 ー

ﾃ
ﾞ

ｲ
・

症
デ

イ
セ

 ン
 タ

 ー
検

査
所

セ
ン

タ
ー

　
 新

型
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

患
者

入
院

医
療

機
関

ケ
ァ

施
･

ケ
ァ

設
を

除
く

)
施

設
）

構
造

別
鉄

　
　

　
　

　
筋

ブ
　

ロ
　

ッ
　

ク
鉄

　
　

　
　

　
筋

鉄
　

　
筋

ブ
 ロ

 ッ
 ク

鉄
筋

鉄
筋

鉄
筋

鉄
筋

新
設

新
設

新
設

新
設

及
び

ブ
ロ

ッ
ク

鉄
筋

鉄
筋

及
び

ブ
ロ

ッ
ク

及
び

木
造

及
び

木
造

(増
設

を
含

む
)

改
築

(増
設

を
含

む
)

改
築

(増
設

を
含

む
)

改
築

(増
設

を
含

む
)

改
築

木
造

木
造

基
準

単
価

1
71,
60
0

20
5,
00
0

16
6,
00
0

16
2,8
00

144
,5
00

1
40
,7
00

2
03
,10
0

1
98,
80
0

17
7,
40
0

17
2,
800

16
2,8
00

1
40
,7
00

1
88
,6
00

1
65
,10
0

16
5,
30
0

17
6,
60
0

16
0,
100

139
,5
00

※
平
成
29年

度
以
前
か
ら
の
継
続
事
業
に
つ
い
て
は
事
業
着
手
年
度
の
単
価
を
適
用
す
る
。

改
　

　
　

　
　

　
　

　
　

修

基
準
単
価
表
［
１
㎡
当
た
り
］

難
病

相
談

支
援

セ
ン

タ
ー

ブ
　

ロ
　

ッ
　

ク

別
表
１

（
単
位
：
円
）

施
設

種
別

　
　

精
神

科
病

院
の

う
ち

精
神

科
ﾃ

ﾞ
精

神
科

ﾃ
ﾞ

精
神

保
健

医
薬

分
業

精
神

科
病

院
・
病

室
　

　
　

　
　

認
知

症
治

療
病

棟
ｲ

･
ｹ

ｱ
ｲ

･
ｹ

ｱ
福

祉
ｾ

ﾝ
ﾀ

ｰ
精

 神
 科

 救
 急

施
設

(
施

設
の

う
農

 村
 検

 診
推

進
支

援
（
認

知
症

治
療

病
棟

を
除

く
）

認
知

症
ち

認
知

食
肉

衛
生

　
第
二
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関

医
 療

 セ
 ン

 タ
 ー

ﾃ
ﾞ

ｲ
・

症
デ

イ
セ

 ン
 タ

 ー
検

査
所

セ
ン

タ
ー

　
 新

型
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

患
者

入
院

医
療

機
関

ケ
ァ

施
･

ケ
ァ

設
を

除
く

)
施

設
）

構
造

別
鉄

　
　

　
　

　
筋

ブ
　

ロ
　

ッ
　

ク
鉄

　
　

　
　

　
筋

鉄
　

　
筋

ブ
 ロ

 ッ
 ク

鉄
筋

鉄
筋

鉄
筋

鉄
筋

新
設

新
設

新
設

新
設

及
び

ブ
ロ

ッ
ク

鉄
筋

鉄
筋

及
び

ブ
ロ

ッ
ク

及
び

木
造

及
び

木
造

(増
設

を
含

む
)

改
築

(増
設

を
含

む
)

改
築

(増
設

を
含

む
)

改
築

(増
設

を
含

む
)

改
築

木
造

木
造

基
準

単
価

1
6
6
,
1
0
0

1
9
8
,
5
0
0

1
6
0
,
7
0
0

1
5
7
,
6
0
0

1
3
9
,
8
0
0

1
3
6
,
2
0
0

1
9
6
,
6
0
0

1
9
2
,
5
0
0

1
7
1
,
7
0
0

1
6
7
,
3
0
0

1
5
7
,
6
0
0

1
3
6
,
2
0
0

1
8
2
,
6
0
0

1
5
9
,
8
0
0

1
6
0
,
0
0
0

1
7
1
,
0
0
0

1
5
5
,
0
0
0

1
3
5
,
0
0
0

※
平
成
2
8
年
度
以
前
か
ら
の
継
続
事
業
に
つ
い
て
は
事
業
着
手
年
度
の
単
価
を
適
用
す
る
。

改
　

　
　

　
　

　
　

　
　

修

基
準
単
価
表
［
１
㎡
当
た
り
］

難
病

相
談

支
援

セ
ン

タ
ー

ブ
　

ロ
　

ッ
　

ク



 

3 

 

改正後 現行 

 

別表１の２（都市部における１㎡当たりの基準単価） 

                                                                （単位：円） 

         

      施設種別 

 

                  

構 造 別 

 

難病相談支援センター 

 

鉄筋及び木造 ブロック 

基準単価 198,000 173,400 

（注）平成２９年度以前からの継続事業については事業着手年度の単価を適用する。 

 

 

別表１の３（冷暖房設備工事費：１㎡当たりの基準単価） 

                                                      （単位：円） 

暖房設備工事費 冷房設備工事費 冷暖房設備工事費 

 

14,900 

 

 

21,000 

 

26,200 

（注）平成２９年度以前からの継続事業については事業着手年度の単価を適用する。 

 

 

別表１の４（浄化槽設備工事費基準単価） 

                        （単位：円） 

 

難病相談支援センター 

 

 

36,000 

 

（注）１．処理対象人員は、厚生労働大臣が認めた１日あたり利用者数及び職員基準定員数の合計額

とする。 

   ２．平成２９年度以前からの継続事業については事業着手年度の単価を適用する。 

       

 

別表１の５（都市部における冷暖房設備工事費：１㎡当たりの基準単価） 

                                                      （単位：円） 

暖房設備工事費 冷房設備工事費 冷暖房設備工事費 

 

15,600 

 

 

22,100 

 

27,500 

（注）平成２９年度以前からの継続事業については事業着手年度の単価を適用する。 

 

 

 

 

別表１の２（都市部における１㎡当たりの基準単価） 

                                                                （単位：円） 

         

      施設種別 

 

                  

構 造 別 

 

難病相談支援センター 

 

鉄筋及び木造 ブロック 

基準単価 191,700 167,800 

（注）平成２８年度以前からの継続事業については事業着手年度の単価を適用する。 

 

 

別表１の３（冷暖房設備工事費：１㎡当たりの基準単価） 

                                                      （単位：円） 

暖房設備工事費 冷房設備工事費 冷暖房設備工事費 

 

14,500 

 

 

20,300 

 

25,400 

（注）平成２８年度以前からの継続事業については事業着手年度の単価を適用する。 

 

 

別表１の４（浄化槽設備工事費基準単価） 

                        （単位：円） 

 

難病相談支援センター 

 

 

34,900 

 

（注）１．処理対象人員は、厚生労働大臣が認めた１日あたり利用者数及び職員基準定員数の合計額

とする。 

   ２．平成２８年度以前からの継続事業については事業着手年度の単価を適用する。 

       

 

別表１の５（都市部における冷暖房設備工事費：１㎡当たりの基準単価） 

                                                      （単位：円） 

暖房設備工事費 冷房設備工事費 冷暖房設備工事費 

 

15,200 

 

 

21,300 

 

26,700 

（注）平成２８年度以前からの継続事業については事業着手年度の単価を適用する。 
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改正後 現行 

 

別表１の６（都市部における浄化槽設備工事費基準単価） 

                     （単位：円） 

 

難病相談支援センター 

 

 

37,800 

 

（注）１．処理対象人員は、厚生労働大臣が認めた１日当たり利用者数及び職員基準定員数の合計額

とする。 

   ２．平成２９年度以前からの継続事業については事業着手年度の単価を適用する。 

 

 

別表２ （略） 

 

別紙様式 １～４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表１の６（都市部における浄化槽設備工事費基準単価） 

                     （単位：円） 

 

難病相談支援センター 

 

 

36,600 

 

（注）１．処理対象人員は、厚生労働大臣が認めた１日当たり利用者数及び職員基準定員数の合計額

とする。 

   ２．平成２８年度以前からの継続事業については事業着手年度の単価を適用する。 

 

 

別表２ （略） 

 

別紙様式 １～４ （略） 
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改正後 現行 

別紙様式 ５ （略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式 ５ （略）  
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改正後 現行 

 

 

 

 

 

 

別
紙
（
１
）

１
　
施
設
整

備
事
業

区
分

総
事
業
費

寄
付
金

そ
の
他

の

収
入
額

差
引
額

基
準
額

対
象
経

費
の

実
支
出
額

選
定
額

都
道

府
県
（
市

）
の

補
助

基
本
額

都
道
府
県

（
市
）
の

補
助

額

国
庫
補

助

基
本
額

補助率

国
庫
補
助

所
要
額

国
庫

補
助

交
付

決
定
額

国
庫

補
助

受
入

済
額

差
引
国
庫

補
助
過
△

不
足

額

差
引
国
庫

補
助
受
入

未
済
額

備
考

（
Ａ
）

（
Ｂ
）

（
Ａ
）
－
（

Ｂ
）

＝
（

Ｃ
）

（
Ｄ
）

（
Ｅ
）

（
Ｃ
）
、

（
Ｄ
）
及

び

（
Ｅ
）
の

い
ず
れ
か

少

な
い
額

（
Ｆ
）

３
の
（
５
）

及
び
（
１

３
）
の
事

業

に
あ

っ
て
は
（
Ｆ

）
×
２
／

３
＝

（
Ｇ

）
、
上
記
以

外
は
（
Ｆ

）
＝

（
Ｇ
）

（
Ｈ

）

（
Ｆ
）
、
（
Ｇ

）
及

び
（
Ｈ
）
の
い

ず
れ

か
少

な
い
額

（
Ｉ
）

（
Ｊ
）

（
Ｉ
）

×
（
Ｊ
）

＝
（
Ｋ
）

（
Ｌ
）

（
Ｍ
）

（
Ｍ
）
－

（
Ｋ
）

＝
（
Ｎ
）

（
Ｌ
）

－
（
Ｍ
）

＝
（
Ｏ
）

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

（
直
接
補
助

）

　
　
○
○
精

神
科
病
院

　
　
○
○
感

染
症

　
　
指
定
医

療
機
関

　
　
小
計

円
円

（
間
接
補
助

）

　
　
○
○
農

村
検
診

　
　
セ
ン
タ

ー

　
　
○
○
原

爆
被
爆
者

　
　
保
健
福

祉
施
設

　
　
小
計

　
　
　
計

（
注
）
　
（

１
）
　
精

神
科
病
院

、
精
神
科

救
急
医
療

セ
ン
タ
ー

又
は
特
定

感
染
症
指

定
医
療
機
関

、
第
一
種

感
染
症
指

定
医
療
機

関
、
第
二

種
感
染
症

指
定
医
療

機
関
、
感
染

症
外
来
協

力
医
療
機

関
で
あ
っ

て
、
増
設

工
事
、
改

築
工
事
及

び
改
修

　
　
　
　
　

　
　
工
事

を
同
時
に

行
う
場
合

は
、
上
段

に
増
設
分

を
、
下
段

に
改
築
分

を
そ
れ
ぞ
れ

分
け
て
記

入
す
る
こ

と
。

　
　
　
　
（

２
）
　
別

紙
支
出
済

事
業
費
内

訳
は
、
各

施
設
ご
と

に
別
葉
と

す
る
こ
と

。

経
　
費
　
所
　
要
　
額
　
精
　
算
　
書

別
紙

（
１

）

１
　

施
設

整
備

事
業

区
分

総
事

業
費

寄
付

金

そ
の

他
の

収
入
予

定
額

差
引

額
基

準
額

対
象
経

費
の

実
支

出
額

選
定
額

都
道

府
県

（
市

）
の

補
助

基
本

額

都
道
府

県

（
市
）

の

補
助
額

国
庫

補
助

基
本
額

補助率

国
庫

補
助

所
要

額

国
庫

補
助

交
付

決
定

額

国
庫

補
助

受
入

済
額

差
引
国

庫

補
助
過

△

不
足
額

差
引
国

庫

補
助
受

入

未
済
額

備
考

（
Ａ
）

（
Ｂ

）
（
Ａ

）
－

（
Ｂ

）

＝
（
Ｃ

）
（

Ｄ
）

（
Ｅ

）

（
Ｃ

）
、

（
Ｄ

）
及

び

（
Ｅ

）
の

い
ず

れ
か

少

な
い
額

（
Ｆ
）

３
の
（

５
）

及
び

（
１

３
）

の
事

業

に
あ

っ
て

は
（

Ｆ
）

×
２

／
３

＝

（
Ｇ

）
、

上
記

以
外

は
（

Ｆ
）

＝

（
Ｇ
）

（
Ｈ
）

（
Ｆ
）

、
（

Ｇ
）

及

び
（
Ｈ

）
の

い
ず

れ

か
少

な
い

額

（
Ｉ
）

（
Ｊ

）
（
Ｉ

）
×

（
Ｊ

）

＝
（

Ｋ
）

（
Ｌ

）
（
Ｍ

）
（

Ｍ
）

－
（

Ｋ
）

＝
（
Ｎ

）

（
Ｌ
）

－
（

Ｍ
）

＝
（
Ｏ

）

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

（
直

接
補

助
）

　
　

○
○

精
神

科
病

院

　
　

○
○

感
染

症

　
　

指
定

医
療

機
関

　
　

小
計

円
円

（
間

接
補

助
）

　
　

○
○

農
村

検
診

　
　

セ
ン

タ
ー

　
　

○
○

原
爆

被
爆

者

　
　

保
健

福
祉

施
設

　
　

小
計

　
　

　
計

（
注

）
　

（
１

）
　

精
神

科
病

院
、

精
神

科
救

急
医

療
セ

ン
タ

ー
又

は
特

定
感

染
症

指
定

医
療

機
関

、
第

一
種

感
染

症
指

定
医

療
機

関
、

第
二

種
感

染
症

指
定

医
療

機
関

、
感

染
症

外
来

協
力

医
療

機
関

で
あ

っ
て

、
増

設
工

事
、

改
築

工
事

及
び

改
修

　
　

　
　

　
　

　
工

事
を

同
時

に
行

う
場

合
は

、
上

段
に

増
設

分
を

、
下

段
に

改
築

分
を

そ
れ

ぞ
れ

分
け

て
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
　

（
２

）
　

別
紙

事
業

費
内

訳
は

、
各

施
設

ご
と

に
別

葉
と

す
る

こ
と

。

経
　
費
　
所
　
要
　
額
　
精
　
算
　
書
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改正後 現行 

 

別紙 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 （略） 
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改正後 現行 

 

 
 

 

 

 

２
　

設
備
整

備
事

業

総
事

業
費

寄
付

金

そ
の

他
の

収
入

額

差
引

額
基
準

額
対
象

経
費

の

実
支
出

額
選
定

額
都
道

府
県
（

市
）

の

補
助
基

本
額

都
道

府
県

（
市

）
の

補
助

額

国
庫

補
助

基
本
額

補助率

国
庫

補
助

所
要

額

国
庫

補
助

交
付

決
定

額

国
庫

補
助

受
入

済
額

差
引
国

庫

補
助
過

△

不
足

額

差
引
国

庫

補
助
受

入

未
済

額

備
考

（
Ａ
）

（
Ｂ

）
（
Ｃ

）
（
Ｄ

）
（

Ｅ
）

（
Ｃ
）

、
（

Ｄ
）
及

び

（
Ｅ
）

の
い

ず
れ
か

少

な
い

額

（
Ｆ

）

３
の

（
１
２

）
、

（
１
３

）
及

び

（
２

１
）

の
事
業

に
あ

っ
て

は

（
Ｆ
）

×
２

／
３
＝

（
Ｇ

）
、
上

記

以
外
は

（
Ｆ
）

＝
（

Ｇ
）

（
Ｈ

）

（
Ｆ
）

、
（
Ｇ

）
及

び
（
Ｈ

）
の
い

ず
れ

か
少

な
い

額

（
Ｉ
）

（
Ｊ

）
（

Ｉ
）

×
（
Ｊ

）

＝
（

Ｋ
）

（
Ｌ

）
（
Ｍ

）
（
Ｍ

）
－

（
Ｋ
）

＝
（
Ｎ

）

（
Ｌ

）
－

（
Ｍ
）

＝
（
Ｏ

）

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

（
直

接
補
助

）

　
［

例
］

　
　

○
○
精

神
科

病
院

　
　

初
度

設
備

費

　
　

そ
の

他
の

設
備
費

　
　

小
計

　
　

○
○
食

肉
衛

生
　

　
初
度

設
備

費

　
　

検
査
所

　
　

BS
E
検

査
ｷ
ｯ
ﾄ

　
　

…

　
　

小
計

　
　

小
計

円
円

（
間

接
補
助

）

　
［

例
］

　
　

○
○
感

染
症

指
定

　
　

設
備

費

　
　

医
療
機

関

　
　

…

　
　

小
計

　
　

　
計

（
注

）
　
（

１
）

基
準

額
算
出

内
訳

並
び
に

対
象

経
費
実

支
出

額
内
訳

は
、

別
添

の
と
お

り
。

　
　

　
　
（

２
）

３
の

（
６
）

の
牛

海
綿
状

脳
症

（
Ｂ
Ｓ

Ｅ
）

検
査
キ

ッ
ト

設
備

費
の
算

定
に

お
い
て

、
都

道
府
県

又
は

政
令

市
が
一

括
購

入
し
て

整
備

す
る
場

合
に

つ
い
て

は
、

食
肉

衛
生
検

査
所

ご
と
に

算
出

し
た
国

庫
補

助
基

本
額

　
　

　
　
　

　
（

食
肉

衛
生
検

査
所

ご
と
に

、
第

３
欄
に

定
め

る
基
準

額
を

第
４

欄
に
定

め
る

対
象
経

費
の

実
支
出

額
と

総
事

業
費
か

ら
寄

附
金
そ

の
他

の
収
入

額
を

控
除
し

た
額

と
を

比
較
し

て
最

も
少
な

い
額

を
い
う

。
）

の
合

計
額

　
　

　
　
　

　
に

第
５

欄
に
揚

げ
る

補
助
率

を
乗

じ
て
得

た
額

を
交
付

額
と

す
る

。

区
分

２
　

設
備
整

備
事

業

総
事
業

費

寄
付
金

そ
の
他

の

収
入

予
定
額

差
引

額
基

準
額

対
象
経

費
の

実
支
出

額
選

定
額

都
道

府
県

（
市
）

の

補
助

基
本

額

都
道

府
県

（
市

）
の

補
助
額

国
庫
補

助

基
本
額

補助率

国
庫

補
助

所
要
額

国
庫

補
助

交
付

決
定
額

国
庫

補
助

受
入

済
額

差
引

国
庫

補
助

過
△

不
足
額

差
引
国

庫

補
助
受

入

未
済
額

備
考

（
Ａ

）
（

Ｂ
）

（
Ｃ

）
（

Ｄ
）

（
Ｅ

）

（
Ｃ
）
、

（
Ｄ

）
及

び

（
Ｅ
）
の

い
ず

れ
か

少

な
い
額

（
Ｆ
）

３
の
（

１
２
）

、
（

１
３

）
及

び

（
２

１
）

の
事

業
に
あ

っ
て

は

（
Ｆ
）

×
２

／
３

＝
（
Ｇ

）
、

上
記

以
外
は

（
Ｆ

）
＝
（

Ｇ
）

（
Ｈ
）

（
Ｆ
）

、
（

Ｇ
）

及

び
（
Ｈ

）
の

い
ず

れ

か
少

な
い
額

（
Ｉ
）

（
Ｊ
）

（
Ｉ
）

×
（

Ｊ
）

＝
（

Ｋ
）

（
Ｌ
）

（
Ｍ
）

（
Ｍ

）
－
（

Ｋ
）

＝
（

Ｎ
）

（
Ｌ
）

－
（
Ｍ

）

＝
（
Ｏ

）

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

（
直

接
補
助

）

　
［

例
］

　
　

○
○
精

神
科

病
院

　
　

初
度
設

備
費

　
　

そ
の
他

の
設

備
費

　
　

小
計

　
　

○
○
食

肉
衛

生
　
　

初
度
設

備
費

　
　

検
査
所

　
　

BS
E
検
査

ｷｯ
ﾄ

　
　

…

　
　

小
計

　
　

小
計

円
円

（
間

接
補
助

）

　
［

例
］

　
　

○
○
感

染
症

指
定

　
　

設
備
費

　
　

医
療
機

関

　
　

…

　
　

小
計

　
　

　
計

（
注

）
　
（

１
）

基
準

額
算
出

内
訳

並
び

に
対
象

経
費

の
実

支
出
額

内
訳

は
、

別
添
の

と
お

り
。

　
　

　
　
（

２
）

３
の

（
６
）

の
牛

海
綿

状
脳
症

（
Ｂ

Ｓ
Ｅ

）
検
査

キ
ッ

ト
設

備
費
の

算
定

に
お

い
て
、

都
道

府
県

又
は
政

令
市

が
一

括
購
入

し
て

整
備

す
る

場
合
に

つ
い

て
は

、
食
肉

衛
生

検
査

所
ご
と

に
算

出
し

た
国
庫

補
助

基
本

額

　
　

　
　
　

　
（

食
肉

衛
生
検

査
所

ご
と

に
、
第

３
欄

に
定

め
る
基

準
額

を
第

４
欄
に

定
め

る
対

象
経
費

の
実

支
出

額
と
総

事
業

費
か

ら
寄
附

金
そ

の
他

の
収

入
額
を

控
除

し
た

額
と
を

比
較

し
て

最
も
少

な
い

額
を

い
う
。

）
の

合
計

額

　
　

　
　
　

　
に

第
５

欄
に
揚

げ
る

補
助

率
を
乗

じ
て

得
た

額
を
交

付
額

と
す

る
。

区
分
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改正後 現行 

 

別添 （略） 

 

別紙（２） （略） 

 

 

別紙様式６～８ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添 （略） 

 

別紙（２） （略） 

 

 

別紙様式６～８ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


